
南会津町原油価格等高騰対策事業補助金Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ：複数の事業所がある場合、複数の申請は可能ですか。 

Ａ：複数の事業所（店舗）を対象とすることはできますが、複数の経営であっ

ても、申請は１事業者としてまとめて申請していただきます。 

 

Ｑ：申請書はどこで入手できますか。 

Ａ：町のホームページからダウンロードしていただくか、役場本庁舎２階（商

工観光課）または各総合支所（振興課）でも配付しています。 

 

Ｑ：本社は町外でも補助金の対象となりますか。 

Ａ：本社の所在地に関係なく、事業所の所在地が南会津町内であれば対象とな

ります。 

 

Ｑ：個人事業主ですが対象となりますか。 

Ａ：法人・個人にかかわらず、町内で事業を営まれていれば対象となります。 

 

Ｑ：農家は対象となりますか。 

Ａ：資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、農家（個人農家）も中小企

業基本法上の中小企業に該当します。 

 

Ｑ：本社は南会津町内ですが、町外の事業所で使用した燃料費及び光熱費も対

象になりますか。 

Ａ：町内の事業所において業務を行う上で使用された燃料費及び光熱費のみが

対象となるので、町外の事業所で使用した燃料費と光熱費は対象となりま

せん。 

 

Ｑ：事業収入以外に給与収入がありますが申請は可能ですか。 

Ａ：給与収入が主な収入の場合は、対象外となります。ただし、給与収入が事

業収入を含めた全収入の 50％未満であれば申請は可能です。 

 

Ｑ：従業員数にパート・アルバイト・派遣社員は含まれますか。 

Ａ：雇用契約により常時雇用され、週 30 時間以上の勤務形態である場合は従

業員数に含みます。雇用契約がない派遣社員等は、従業員に含みません。 

 

Ｑ：複数の事業所がある場合の従業員数の数え方はどうなりますか。 



Ａ：法人全体で数えます。 

 

Ｑ：燃料費及び光熱費の計上月の基準はありますか。 

Ａ：燃料費は購入月、光熱費は使用月を基準とします。 

 

Ｑ：車を自家用と事業用で併用して使用している場合はどうなりますか。 

Ａ：確定申告書類の青色申告決算書又は収支内訳書に記載の減価償却費の事業

専用割合をもとに算出します。 

 

Ｑ：店舗兼自宅の場合の光熱費の考え方はどうなりますか。 

Ａ：明確に区分できない場合は、家事按分により算出します。 

 

Ｑ：光熱費だけで前年同時期との差額の 1/3が、補助金の上限 100 万円を超え

てしまいます。この場合も光熱費の算定や領収書の提出は必要ですか。 

Ａ：燃料費と光熱費の合計額を算定基準としているため、燃料費又は光熱費の

いずれか一方のみの算定で補助金の上限に達する場合も、もう一方の算定

や領収書等の提出をお願いします。 

 

Ｑ：燃料費は増額しましたが、光熱費は減額になりました。この場合、光熱費

の算定や領収書の提出はしなくてもいいですか。 

Ａ：事業所等の燃料費と光熱費全体の負担増に対する補助ですので、減額のも

のも含めた燃料費と光熱費の合計額を記入してください。 

 

Ｑ：燃料費で前年同時期が０ 円の月を任意の３か月として選べますか。 

Ａ：本補助金は原油価格及び光熱費の高騰による影響への支援をするものであ

り、当年と前年が同じ事業（活動）量ということを前提にしているので、

前年同時期が０円の月は原則対象となりません。 

 

Ｑ：燃料費をプリペイドカードで購入している場合、どのように計上します

か。 

Ａ：プリペイドカードを購入した月ではなく、実際に燃料を給油した（プリペ

イドカードを使用した）月で計上してください。 

 

Ｑ：確定申告書類の写しの提出が必要な理由は何ですか。 

Ａ：町内の事業者であることを確認するために提出をお願いしています。ま

た、個人事業者の場合は按分等による費用算出額等の確認に使います。 



 

Ｑ：申請書を書き間違えてしまった場合、訂正して申請できますか。 

Ａ：訂正内容により異なります。 

【訂正箇所：申請額兼請求額】 

申請額兼請求額欄の金額の訂正はできません。書き間違えた場合は新しい

申請書を使って再度記入してください。 

【訂正箇所：上記以外】 

修正テープなどでの修正はできません。必ず、書き間違えた部分を二重線

で見え消し修正し、その上に訂正印を押印してください。 

 

Ｑ：町内で２店舗を経営しています。Ａ店は差額が 15万円、Ｂ店は差額が 6

万円の場合、合計額の 21万円の 1/3の７万円を申請額としていいです

か。 

Ａ：それぞれの事業所（店舗）ごとに補助対象経費を算出し、最後に補助対象

額を合算するようになるため、今回のケースの場合、Ａ店は対象となりま

すがＢ店は対象外となるので、Ａ店の 15万円の 1/3の 50,000円が補助金

となります。 

 

Ｑ：ガソリンスタンドを経営していますが、補助金の対象となりますか。 

Ａ：燃料費は対象となりませんが、光熱費（電気代とガス代）は対象となりま

す。ただし、プロパンガスも扱っている場合は、光熱費のうち電気代のみ

対象となります。 

 

 


